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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年４月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２７年１２月９日 ０２時５５分ごろ～０６時００分ごろ

の間） 

発生場所 不明（高知県黒潮町佐賀港南方沖） 

事故の概要  漁船第八八
はち

大
だい

丸は、航行中、船長が落水して死亡した。 

 第八八大丸は、船体が大破した。 

事故調査の経過  平成２７年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八八大丸、０.５トン 

 ＫＯ３－２９６７８（漁船登録番号）、個人所有 

 ４.６８ｍ（Lr）×１.６７ｍ×０.６３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、３０kＷ（漁船原簿謄本による）、平成８年５月２１

日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２年２月２８日 

  免許証交付日 平成２７年１月１６日 

         （平成３２年２月２７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船体が大破（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約３ｍ、水温 約２０℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、しらすうなぎ
．．．．．．

漁を行う目的で、平

成２７年１２月８日１８時３０分ごろ僚船と共に佐賀港南方沖の漁場

（以下「本件漁場」という。）に向けて同港を出港した。 

船長及び僚船の船長は、それぞれが所持していたトランシーバによ

り１０分を空けずに交信を繰り返しながら航行した。 

本船及び僚船は、本件漁場に至ったものの、僚船の船長が高波の発

生を認めて本件漁場での操業が不可能と判断し、佐賀港に引き返し、

同港港内で操業を始めた。 
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 本船は、佐賀港内で獲物を求めて移動を繰り返した後、９日０２時

４０分ごろ再度出港するところを僚船の船長に目撃された。 

 僚船の船長は、０２時５５分ごろ船長からトランシーバにより、本

件漁場から佐賀港内に引き返す旨の連絡を受けた。 

 僚船の船長は、本船が帰港せず、トランシーバ及び携帯電話による

呼び出しに応答しなかったので、本船の安否が気にかかり、本船を捜

索することとした。 

 僚船の船長は、本件漁場付近で本船を発見できず、また、波高が更

に高くなっているのを認め、大型の漁船に乗り換えて本船の捜索を再

開するつもりで佐賀港に引き返し、漁業協同組合に連絡して応援を求

めた。 

 僚船の船長から連絡を受けた漁業協同組合は、船長と連絡が取れな

くなっていることを海上保安庁に通報した。 

 船長は、海岸沿いに捜索に当たっていた漁業協同組合の組合員によ

り、０６時００分ごろ本件漁場近くの波打ち際で倒れているところを

発見された。 

本船は、その後、船長が発見された場所から南西方約１００ｍの海

岸で、船底を見せて座礁しているところを発見された。 

船長は、病院に搬送されたが、死亡が確認され、溺死と検案され

た。 

本船は、数日後、引き揚げられたが、船体が大破していたので廃船

となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船及び僚船は、和船型であった。 

本船の行うしらすうなぎ
．．．．．．

漁は、海面近くに集魚灯を設置して獲物を

寄せ、たも網ですくい上げるものであった。 

 本件漁場は、海図に航行上安全でない区域として危険界線により示

された海域及び同海域の付近であった。 

 船長は、しらすうなぎ
．．．．．．

漁の経験が約３０年であった。 

船長と僚船の船長は、トランシーバによる交信が１０分以上途絶え

たときは、相手に異状が生じたものと判断して捜索に向かうという取

り決めをしていた。 

僚船の船長は、本事故前、船長がジャンパー及びズボンを重ねて着

用し、耐寒ブーツを履いていたのを目撃していた。 

 船長は、発見されたとき、下着のみを着用し、救命胴衣を着用して

いなかった。 

本船は、発見されたとき、固形式救命胴衣が船内に残されていた。 

（写真１ 本件漁場付近の状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 

不明 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

不明 

不明 

 船長は、溺死した。 

 本船は、船長が、０２時５５分ごろ僚船の船長に本件漁場から引き

返す旨の連絡をし、０６時００分ごろ佐賀港南方の波打ち際に倒れて

いるところを発見されたことから、この間において、航行中に船長が

落水したものと考えられるが、目撃者がなく、本人が本事故で死亡し

たことから、落水した状況を明らかにすることはできなかった。 

船長は、落水して溺死したものと考えられるが、溺死に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、佐賀港南方沖において、航行中、船長が

落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・高波が発生しているときは出漁しないこと。 

・救命胴衣を常に着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本件漁場付近の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


